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「超簡易版BCP『これだけは！』シート
（新型コロナウイルス感染症対策版）」とは

◆特徴

１．A3サイズの用紙１枚に記入（入力）で完成！

２．記入するのは、６項目のみ！

３．BCP、感染症対策に関する意識の共有が可能！

４．感染症対策動画をご覧いただくとより理解が深まる！

「これだけは！」シート

（新型コロナウイルス感染症対策版）の作成

新型コロナウイルス感染症対策に対応し、最低限決めておくべき項目に絞り込んだBCP様式！！

Ⓒ2014 大阪府もずやん

「これだけは！」シート（新型コロナウイルス感染症対策版）を活用し、
新型コロナウイルス感染症禍における事業継続に必要最低限な項目を決めましょう！
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ポイント

❶支社や工場等、拠点が複数ある場合は、各拠点毎に策定。

❷会社の所在地を記載。

❸会社として、事業を継続する上での方針を決定。

１．基本情報（左側）
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１．基本情報（右側）

ポイント

❶売上割合や社会への影響等を考慮し、重要事業を１つ選定。
取引先や最終ユーザーが、いつまで待ってくれるかを想定し、目標復旧時間と目標復旧割合を決定。

※裏面の（注１）を参考に。

❷サプライチェーン対策の対象となる組織を記載。
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「これだけは！」シート 裏面 （注１）
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１．基本情報（右側）

ポイント

❶売上割合や社会への影響等を考慮し、重要事業を１つ選定。
取引先や最終ユーザーが、いつまで待ってくれるかを想定し、目標復旧時間と目標復旧割合を決定。

※裏面の（注１）を参考に。

❷サプライチェーン対策の対象となる組織を記載。
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ポイント

❶自社だけではなく、「主な委託先において感染者が発生した場合」も、材料供給がとまる可能性があるため、
BCPを発動させる必要がある。

⇒１ヵ月に１回、主な委託先との情報交換会を開催するなど、普段から主な委託先を含めたリスクコミュニケーショ
ン手段の確立を図りましょう。

２．BCPの発動条件
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ポイント
❶従業者間の連絡方法を確認。※従業者のご家族同士も安否確認方法を決めておくことが大切！
❷各分野の担当を決定。
※社長が対応できない場合の代理も決定。複数選任する場合は、継承順位も記載。
少人数で営んでいる事業者の場合は、同じ人物名の記載も可能。

❸特命担当責任者は、「これだけは！」シート策定時に決めておく必要はない。

３．BCP発動時の組織体制
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４．予防対策（前段）

ポイント
❶感染者の発生及び事業の中断を未然に防ぐための対策を事前に決定。
自社になじまないものは除いて、原則すべての項目にチェック。

❷自社の事業形態にあわせて、具体的な自社独自ルールを決定。
※常に最新情報をとりましょう！ 12



４．予防対策（中段）

ポイント
❶感染者の発生及び事業の中断を未然に防ぐための対策を事前に決定。
自社になじまないものは除いて、原則すべての項目にチェック。

❷自社の事業形態にあわせて、具体的な自社独自ルールを決定。
※常に最新情報をとりましょう！

原則（適用するものに☑） 自社独自ルール
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４．予防対策（後段）

ポイント
❶感染者の発生及び事業の中断を未然に防ぐための対策を事前に決定。
自社になじまないものは除いて、原則すべての項目にチェック。

❷自社の事業形態にあわせて、具体的な自社独自ルールを決定。
※常に最新情報をとりましょう！

原則（適用するものに☑） 自社独自ルール
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５．感染者対策（前段）

ポイント ❶自社や取引先において感染の疑いがある者又は感染者が出た場合の対策について事前に決定。
原則すべての項目にチェック。

❷自社の事業形態にあわせて、具体的な自社独自ルールを決定。
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５．感染者対策（後段）

原則（適用するものに☑） 自社独自ルール
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６．復旧対策

ポイント
❶感染者発生後の事業復旧又は自粛からの緩和において、実施する対策を事前に決定。
原則すべての項目にチェック。

❷自社の事業形態にあわせて、具体的な自社独自ルールを決定。
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感染症対策動画・策定の見直し

ポイント

❶動画も併せてご覧ください。

❷事業や組織体制等に変更があった際をはじめ、少なくとも年に１回は見直しを行う。
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Ⓒ2014 大阪府もずやん

◆ 中小企業の事業継続計画（BCP）

大阪府 ＢＣＰ

ご視聴ありがとうございました

◆ 超簡易版BCP「これだけは！」シート

これだけは！シート

【お問い合わせ先】

大阪府 商工労働部 中小企業支援室 経営支援課 経営革新グループ
電話番号 ：06-6210-9494（直通）
メールアドレス：keikaku-h17@gbox.pref.osaka.lg.jp
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